
焼
畑
、

牧

牧
畑
と
日
本
畑
作
農
業
展
開
問
題

田

且主
.s!. 

治

中

焼畑，牧，牧畑と日本畑作農業展開問題

一
、
問
題
意
識

日
本
畑
作
農
業
展
開
過
程
に
お
け
る
焼
畑
の
意
義
に
つ
い
て
は
佐
々
木
高
明
の
「
日
本
の
焼
畑
」
(
み
に
明
確
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。

古
代
日
本
の
切
替
耕
作
は
畑
井
弘
の
研
究
ハ
2
〉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、

し
か
し
、

焼
却
を
伴
な
わ
な
い
林
野
の
切
替
耕
作

と
し
て
林
田
、
林
畑
も
存
在
し
、
武
蔵
野
に
は
宮
本
常
一
が
指
摘
す
)
し
た
よ
う
に
一
九
五

0
年
代
ま
で
林
田
(
畑
〉
が
相
当
数
存
在
し

て
い
た
。
牧
畑
は
三
橋
時
雄
ハ
4
〉
、
石
田
寛
吉
)
、
田
中
豊
治
ハ
6
u
が
記
し
た
よ
う
に
昭
和
年
代
ま
で
隠
岐
、
対
馬
、
屋
久
島
、
種
子
島
等
の

離
島
や
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
、
中
国
高
原
等
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
牧
畑
が
何
時
、
如
何
な
る
条
件
の
下
で
成
立
し
、
日
本
畑
作

農
業
展
開
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
隠
岐
で
は
近
世
以
降
に
お
い
て
牧
畑
が
普
通
畑
と
林

野
に
分
解
し
て
一
九
六
七
年
を
最
後
に
耕
作
機
能
を
停
止
し
、
林
野
と
放
牧
場
に
変
化
し
て
現
在
は
牧
畑
経
営
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
徳

井
賢
は
牧
畑
は
焼
畑
経
営
に
牛
馬
耕
を
導
入
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ハ
7υ

、
民
俗
学
者
の
一
部
は
中
国
高
原
で
は
焼
畑
経
営
の
後
に
牧

85 

畑
経
営
が
継
続
す
る
場
合
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
之
等
の
議
論
に
は
事
実
の
判
断
上
、
か
な
り
疑
問
点
が
あ
る
。
本
稿
で
は
右
の
三
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者
(
焼
畑
、
牧
、
牧
畑
)
の
相
互
関
係
を
比
較
検
討
し
つ
つ
、
牧
畑
の
日
本
農
業
展
開
過
程
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
論
ず
る
こ
と
に
す

る。

二
、
「
片
あ
ら
し
」
、
「
年
荒
と
牧
畑
」

島
田
次
郎

(
B
V

、
戸
田
芳
実
ハ
9

〉
等
の
歴
史
学
者
、
高
重
進
〈
mv等
の
地
理
学
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

日
本
古
代
の
農
業
経
営
に
お
い

て
、
耕
地
の
半
分
を
休
閑
さ
せ
て
交
替
作
付
す
る
こ
と
が
「
片
あ
ら
し
」
、
「
年
荒
」
等
の
用
語
で
表
現
さ
れ
、
古
代
、
中
世
を
通
じ
て
見

て
も
大
和
地
方
、
摂
津
地
方
等
の
幾
内
先
進
農
業
地
帯
で
も
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ
た
。
文
化
水
準
、
農
業
技
術
の
後
進
地
帯
で
は
、
地

力
の
維
持
や
労
働
生
産
性
の
限
界
上
、
更
に
穀
物
食
料
資
源
の
確
保
の
上
か
ら
、
地
力
の
消
耗
を
極
力
抑
え
る
た
め
に
「
切
替
」
土
地
利

用
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

平
安
遺
文
に
お
さ
め
ら
れ
た
荘
園
文
書
に
は
か
な
り
頻
繁
に
「
年
荒
」
「
常
荒
」
(
長
期
に
亘
っ
て
休
閑
し
て
い
る
田
畑
〉
の
語
句
が
あ

ら
わ
れ
、
当
時
の
農
業
経
営
の
実
態
を
示
し
て
い
る
。

戸
田
芳
実
は
そ
う
し
た
事
実
か
ら
「
二
圃
制
」
の
概
念
を
提
起
し
た
。
之
に
対
し
て
歴
史
学
者
は
、
片
あ
ら
し
、
年
荒
の
事
実
は
み
と

め
、
切
替
耕
作
が
一
般
的
に
存
在
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
が
「
二
圃
制
」
と
し
て
成
立
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
否
定
的
批
判

が
多
か
っ
た
。

右
の
年
荒
、
片
あ
ら
し
論
は
、
牧
畑
の
成
立
問
題
で
暗
中
模
索
し
て
い
た
筆
者
に
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
た
。

と
い
う
の
は
、

一
九
六
八
年
の
「
歴
史
地
理
学
紀
要
一

O
号
」
ー
に
、
筆
者
は

「
村
落
共
同
体
の
成
立
と
構
造
」
白
〉
を
発
表
し
、
牧
畑

成
立
を
古
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
天
平
四
年
隠
岐
国
正
税
帳
、
和
名
抄
、
貞
享
四
年
隠
岐



国
郷
帳
に
見
る
隠
岐
の
水
田
は
五
六

O
町
↓
五
九

O
町
前
後
で
、
天
平
四
年
隠
岐
園
正
税
帳
に
見
ら
れ
る
正
税
出
挙
稲
二
万
束
は
田
積
か

ら
算
定
さ
れ
た
租
穀
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。
近
世
の
田
高
は
四
、
五

O
O石
内
外
で
こ
れ
ま
た
近
世
を
通
じ
て
大
差
は
な
い
。

つ
ま
り
、

隠
岐
の
水
田
は
古
代
既
に
開
発
し
つ
く
さ
れ
て
い
た
と
判
断
出
来
る
。
と
こ
ろ
が
、

E
税
帳
に
は
「
隠
岐
国
公
癖
出
挙
稲
四
万
束
」
が
記

さ
れ
て
い
る
。

「
律
令
財
制
史
の
研
究
」
(
リ
四
一
八
頁
で
「
隠
岐
に
は
天
平
期
に
、
水
田
を
凌
駕
す
る

村
尾
次
郎
は
一
九
六
四
年
刊
の

陸
田
が
聞
か
れ
て
い
て
、
之
が
公
癖
出
挙
稲
四
万
束
を
負
担
し
た
。
こ
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
陸
田
は
当
時
の
平
均
生
産
力
か
ら
見
て

一
、
二

O
O町
程
度
の
陸
田
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
た
。

筆
者
も
村
尾
の
所
説
に
賛
成
し
、
そ
れ
は
一
、
二

O
O町
の
普
通
畑
の
陸
田
で
な
く
、
近
世
牧
畑
面
積
か
ら
見
て
そ
の
三
倍
の
面
積
の

焼畑，牧，牧畑と日本畑作農業展開問題

牧
畑
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
が
、
之
を
証
す
る
農
業
経
営
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
、
事
実
を
前
提
と
し
て
隠
岐
の
古
代
畑
作
を
考
え
る
と
次
の
よ
う
な
要
約
が
可
能
で
あ
る
。

)
 

4
i
 

(
 

天
平
四
年
隠
岐
国
正
税
帳
に
見
え
る
公
癖
出
挙
稲
四
万
束
は
陸
田
生
産
の
雑
穀
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
田
租
相
当
額
を

雑
穀
が
代
替
し
た
も
の
で
あ
る
。
之
は
延
喜
式
主
税
上
に
記
さ
れ
て
い
る
「
凡
雑
穀
相
博
」
の
原
理
が
既
に
天
平
年
間
隠
岐
で
施
行
さ
れ

て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(2) 

隠
岐
の
地
質
、
地
形
等
の
自
然
条
件
か
ら
見
て
、
村
尾
の
推
定
し
た
普
通
畑
と
し
て
の
陸
田
千
二
百
町
は
天
平
年
聞
に
は
存
在
し

得
な
い
。
近
世
の
普
通
畑
は
麻
畑
、
上
畑
名
称
の
普
通
畑
両
者
合
計
で
五
十
町
で
あ
り
、
地
租
改
正
時
点
で
普
通
畑
は
二
一
七
町
〈
牧
畑

の
普
通
畑
化
に
よ
る
)
、
田
和
四
五
年
の
耕
地
統
計
で
畑
面
積
四
六

O
町
で
あ
る
。
之
は
昭
和
四
三
年
以
降
牧
畑
の
耕
作
が
停
止
し
た
の

で
、
牧
畑
の
中
の
多
く
が
普
通
畑
に
地
目
変
更
し
た
の
を
含
ん
で
い
る
。
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。)

以
上
か
ら
、
天
平
四
年
の
公
庫
出
挙
稲
四
万
束
は
、
片
あ
ら
し
的
な
切
替
畑
耕
作
に
よ
る
雑
穀
生
産
で
あ
る
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
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A
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中

ι
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(4) 

こ
の
片
あ
ら
し
的
切
替
畑
が
、
二
圃
制
か
、
三
圃
制
か
、
四
国
制
か
不
明
で
あ
る
が
、
地
力
保
持
、
生
産
の
安
定
確
保
、
輪
転
効

率
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
四
圃
制
の
牧
畑
形
態
が
も
っ
と
も
労
働
生
産
性
が
高
い
。

以
上
の
点
か
ら
見
る
と
、
天
平
年
間
の
四
万
束
の
出
挙
稲
の
生
産
地
は
片
あ
ら
し
的
耕
地
に
よ
る
も
の
で
、
生
産
性
か
ら
見
て
牧
畑
の

可
能
性
が
大
で
あ
る
。
若
し
此
の
推
定
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
陸
田
千
二
百
町
に
相
当
す
る
牧
畑
面
積
は
輪
転
関
係
の
土
地
利
用
率
か

ら
見
て
三
千
六
百
町
か
ら
四
千
町
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
世
の
郷
帳
に
見
ら
れ
る
牧
畑
面
積
三
千
六
百
町
と
略

同
面
積
で
あ
る
。
此
の
比
較
か
ら
見
る
と
天
平
年
間
の
隠
岐
の
陸
田
は
牧
畑
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

、
目
本
の
古
代
牧
と
そ
の
耕
地
化

隠
岐
牧
畑
が
古
代
既
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
各
地
に
牧
畑
或
い
は
牧
畑
類
似
の
耕
牧
交
替
の
土
地
利
用
は
相
当
広

汎
な
地
域
に
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
筆
者
に
は
生
じ
て
来
る
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
十

1
十
一
世
紀
に
わ
た
る

こ
も
う

牧
の
耕
地
化
の
事
実
で
あ
る
。
伊
賀
の
河
西
牧
(
広
瀬
牧
)
、
河
東
牧
、
薦
生
牧
が
黒
田
庄
と
な
っ
た
こ
と
は
石
母
田
正
の
「
中
世
的
世
界

の
形
成
」
(
阜
で
戦
後
い
ち
早
く
詳
論
さ
れ
、

島
田
次
郎
が
「
日
本
中
世
村
落
史
の
研
究
」
で
、

東
寺
領
の
垂
水
牧
が
垂
水
荘
と
開
発
さ

れ
た
経
過
を
精
密
に
論
述
し
、
十
世
紀
以
後
の
牧
の
耕
地
化
が
全
国
的
に
進
行
し
た
事
を
示
し
た
。
例
え
ば
河
内
の
会
賀
牧
↓
会
賀
正

に
、
山
城
の
山
田
牧
↓
山
田
庄
、
遠
江
の
質
侶
牧
↓
質
侶
庄
、
美
濃
の
内
牧
↓
内
牧
庄
等
は
そ
の
例
で
あ
る
。

以
上
は
、
貴
族
、
大
社
寺
所
有
の
牧
の
荘
園
化
で
あ
る
が
、
村
落
共
同
体
所
有
の
牧
に
お
い
て
も
、
十
世
紀
以
降
、
耕
地
化
は
進
捗
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。



延
暦
十
七
年
(
七
九
八
〉
の
十
二
月
八
日
の
官
符
に
は
「
山
川
薮
沢
公
私
共
利
、
:
;
:
墓
地
牧
地
不
在
制
限
」
を
述
べ
て
い
る
。
公
私

共
利
の
山
林
原
野
は
、
律
令
制
下
で
、
「
不
論
有
官
符
賜
及
旧
来
占
買
、
並
皆
収
還
」
と
収
公
さ
れ
た
が
、
墓
地
と
牧
地
は
制
限
に
-
あ
ら

ず
と
あ
っ
て
公
私
共
利
の
理
念
が
貫
ぬ
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
村
落
共
同
体
の
農
民
が
近
世
の
入
会
地
の
用
益
の
祖
型
を
示
し
て
い
た

こ
と
は
、
石
母
田
正
が
同
一
ヰ
青
の
中
で
一
公
有
地
は
村
落
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
大
古
か
ら
伝
統
的
に
そ
の
利
用
収
益
を
保
証
さ
れ
た
土
地

で
あ
る
が
、
我
国
の
古
代
村
落
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
各
村
落
毎
に
共
有
地
と
し
て
区
画
さ
れ
た
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
か

ら
、
村
落
共
有
地
と
い
う
よ
り
も
、
入
会
地
と
い
う
言
葉
が
適
当
で
あ
る
。
(
中
略
)
:
:
:
奈
良
時
代
に
お
け
る
入
会
地
は
、
村
落
民
側
か

ら
見
て
共
同
体
規
制
は
な
く
、
治
田
に
対
す
る
開
拓
者
の
私
有
性
は
永
続
的
で
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、
大
土
地
所
有
者
の
共
有

焼，畑牧，牧畑と日本畑作農業展開問題

地
開
発
が
荘
園
的
墾
田
形
態
を
取
る
に
対
し
て
個
々
の
農
民
の
開
拓
が
治
田
と
し
て
個
人
所
有
権
の
確
立
し
た
私
有
耕
地
と
し
て
成
立
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

平
安
遺
文
を
見
る
と
天
治
二
年
(
一
一
一
一
五
〉
の
加
茂
荘
と
山
田
牧
の
抗
争
、
美
濃
圏
内
牧
の
領
有
、
開
発
の
抗
争
等
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
牧
が
大
規
模
に
耕
地
化
さ
れ
、
開
発
さ
れ
た
牧
は
荘
園
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
住
宅
」
「
廻
垣
」
「
粟
林
」
「
田
」
「
畑
」
「
桑

畑
」
で
あ
っ
た
。
廻
垣
は
そ
の
内
容
、
機
能
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
近
世
の
中
国
高
原
地
区
の
事
例
か
ら
推
定
す
る
と
、
牧
場
と
耕
地
、

住
宅
と
の
境
界
に
設
け
ら
れ
た
垣
柵
で
あ
る
可
能
性
が
つ
よ
い
。
牧
垣
と
考
え
る
と
、
牧
場
は
「
垣
外
」
で
、
住
宅
、
耕
地
は
「
垣
内
」

で
あ
る
。

伊
賀
黒
田
圧
の
荘
園
史
料
の
中
で
注
目
さ
れ
る
事
項
の
一
つ
に
「
出
作
」
が
あ
る
。
之
は
石
母
田
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
従
来
柚
と
し
て

89 

し
か
東
大
寺
に
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
板
蝿
柏
に
、
柏
士
が
周
辺
の
村
落
を
切
拓
い
て
独
立
農
民
と
し
て
生
長
し
た
過
程
で
行
わ
れ

こ
も
う
ま
き

た
こ
と
で
、
薦
生
牧
に
入
っ
た
柚
人
が
平
安
遺
文
(
一
三
六

O
号
)
に
あ
る
よ
う
に
「
抑
御
柏
与
件
村
、
大
河
相
隔
往
反
不
轍
、
初
件
村
橋
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作
田
屋
、
因
之
御
庄
田
措
等
、
出
居
彼
畠
候
也
」
の
如
く
仮
住
居
の
ま
わ
り
に
銘
々
が
零
細
な
田
畑
を
聞
き
自
己
の
生
活
の
資
に
供
し
た

こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
面
積
が
黒
田
庄
の
本
免
田
と
い
わ
れ
る
二
十
余
町
の
土
地
に
対
し
て
三
百
町
を
越
え
る
出
作
地
で
あ
っ
た
こ
と
で

そ
の
出
作
地
の
意
義
は
柏
人
の
生
活
拠
点
の
経
済
的
基
礎
で
あ
る
。
開
発
地
の
内
容
は
、
大
治
四
年
(
一
一
一
一
九
)
の
伊
賀
国
古
文
書
が

表
現
し
て
い
る
よ
う
に
「
峯
験
谷
帳
、
民
畑
難
接
・
:
田
畝
耕
作
治
術
難
廻
・
:
開
作
之
見
地
十
町
許
也
」
で
、
水
田
は
極
め
て
す
く
な
く
、

出
作
地
の
殆
ん
ど
は
山
畑
で
あ
っ
た
。
こ
の
山
畑
開
発
は
、
恐
ら
く
焼
畑
形
態
で
、
遂
次
普
通
畑
化
し
て
行
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

黒
田
庄
は
板
蝿
柏
の
荘
固
化
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
範
囲
は
現
在
の
名
張
市
、
奈
良
県
の
室
生
村
、
山
添
村
、
都
郡
村
を
含
む
七
十
平

方
粁
の
山
岳
地
帯
で
あ
っ
て
、
薦
生
牧
は
柚
の
北
東
に
接
し
て
位
置
し
て
い
る
。
笠
間
川
の
西
側
の
葛
生
、
岩
屋
地
域
は
広
瀬
牧
で
、
薦

生
牧
同
様
本
来
は
板
蝿
柚
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
南
側
の
勝
原
、
笠
間
、
小
倉
の
山
地
が
板
蝿
柚
の
主
要
部
で
、
之
を
め
ぐ
っ

て
藤
井
牧
、
深
野
牧
、
長
瀬
牧
が
位
置
し
て
い
た
。
之
等
は
黒
田
庄
の
庄
園
化
に
併
行
し
て
呼
称
が
藤
井
庄
、
薦
生
圧
、
深
野
庄
、
長
瀬

庄
と
牧
名
か
ら
庄
名
に
変
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
岡
虎
之
助
が
、
荘
園
史
の
研
究
官
)
で
「
薦
生
牧
、

広
瀬
牧
と
も
四
至
内
に
は
、

牧

地
の
ほ
か
に
、
新
聞
治
田
、
山
、
梁
瀬
お
よ
び
荒
廃
固
な
ど
を
包
含
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
分
野
の
対
立
は
、

い
き
お
い
こ
れ
ら
の

牧
と
し
て
の
牧
地
と
し
て
の
性
質
の
他
に
、
荘
園
と
し
て
の
性
質
を
も
併
せ
、

ひ
い
て
は
荘
牧
関
係
の
機
能
を
同
時
に
遂
行
し
て
い
た
事

を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
牛
馬
放
牧
の
牧
か
ら
穀
物
生
産
を
主
と
す
る
荘
に
転
換
す
る
過
渡
期
の
状
態
を
説
い
て
い
る
。

以
上
は
十
一
世
紀
前
後
に
お
け
る
古
代
牧
の
耕
地
化
現
象
の
歴
史
的
事
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
牧
畑
成
立
要
因
を
探
索
し
て
い

る
筆
者
に
と
っ
て
は
次
の
よ
う
な
題
題
点
が
右
の
現
象
の
中
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
西
岡
の
「
荘
牧
両
様
の
機
能
を
同
時
に
遂
行
」
と
い
う
見
解
の
具
体
的
意
義
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
事
で
、
そ
れ
は
、
同

一
地
域
内
に
お
い
て
牧
場
的
機
能
と
耕
地
的
機
能
が
同
時
遂
行
と
理
解
さ
れ
る
が
、
過
渡
期
の
土
地
利
用
が
、
牧
場
、
耕
地
の
併
行
利
用
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で
あ
る
か
、
牧
場
と
し
耕
地
と
し
て
の
交
替
利
用
で
あ
る

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
牧
場
が
耕
地
化
さ
れ
る
推
移
の

豊能町役場地図による

中
で
、
牧
地
を
牛
馬
役
力
を
以
っ
て
翠
耕
起
し
、
耕
地
化

す
る
こ
と
は
当
然
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、

且
つ
、
耕
地

化
さ
れ
た
土
地
が
、
奈
良
、
平
安
時
代
に
お
い
て
年
荒
、

片
あ
ら
し
的
利
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
歴
史
学
者
が

多
く
の
事
例
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
黒
田
庄
の
出
作

地
に
お
い
て
も
ま
た
然
り
で
、

平
安
遺
文
(
二
二
八
二

号
)
に
も
「
出
作
四
十
五
町
四
反
三
百
品
川
歩
、
麦
畑
廿
九

町
一
段
対
歩
、
片
畑
十
六
町
三
反
三
百
歩
」
と
あ
る
。

若
し
、
牧
の
開
発
過
程
の
中
で
、
片
荒
し
利
用
の
内
部

に
、
休
閑
時
牛
馬
が
放
牧
さ
れ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
之
は
牧

畑
の
原
初
形
態
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
の
日
本
農
業
技
術
史
の
中
で
、
こ
う
し

た
事
実
の
意
義
及
び
解
明
に
当
っ
た
研
究
者
は
な
く
、
右

の
原
初
的
牧
畑
成
立
を
実
証
し
た
研
究
も
な
い
。
従
っ
て

牧
の
開
発
過
程
の
中
で
牧
畑
が
成
立
し
得
る
可
能
性
が
あ
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り
得
る
と
の
推
定
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
主
観
で
、
客
観
的
実
証
に

は
い
た
っ
て
い
な
い
。
右
の
可
能
性
は
予
想
的
段
階
を
越
え
て
は

い
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
大
阪
北
郊
の
豊
能
町
地
域
内
に
お
い
て
、

牧
、
切
畑
両
村
落
が
近
接
立
地
し
て
い
る
(
第
一
図
)
、

ま
た
、

阿新広域図No.2

備
中
高
原
放
牧
地
帯
に
分
布
す
る
切
畑
地
名
(
第
二
図
)
及
び
検

地
帳
所
載
の
「
切
畑
」
の
広
汎
な
分
布
か
ら
見
て
牧
畑
類
似
の
切

替
耕
作
の
成
立
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

回
、
石
田
に
よ
る
牧
畑
類
似
制
度
の
概
要

石
田
寛
は
「
放
牧
と
垣
内
」
、
「
農
業
地
域
に
お
け
る
牧
畜
」
の

両
論
文
で
お
〉
、
放
牧
集
落
を
垣
柵
の
存
在
形
態
に
よ
っ
て
六
型

に
別
け
、
耕
牧
輪
換
の
土
地
利
用
形
態
を
七
型
に
別
け
て
、
各
々

そ
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
之
を
要
約
す
る
と
次
の
如
く
で
あ

る。
)
 

1
 

(
 

た
た
ち
ど

垣
外
放
牧
・
垣
内
耕
牧
輪
換
:
:
:
鳥
取
県
大
山
町
飯
戸
、

種
原
、
明
聞
に
大
正
初
期
ま
で
あ
っ
た
型
式
で
、

且
つ
て
は
家
の

廻
り
の
個
人
垣
と
部
落
を
と
り
ま
く
部
落
垣
と
二
重
垣
が
あ
り
部
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第1表向山県における切替畑の名称

比ご:1カリ!カリ|カリ|ハガ|ヒク|ヤキ|ヤマ|ナヤヤマハタオ リ キ ハタハタマ
東粟倉 O 
西粟倉 O 
大 原 O 
勝 回 O O 
奈 義 O O 
勝 北 O O 
阿 波 O O 
力日 茂 O 
津 山 O 
久米南 O 
上斎原 O O 
央 津 O O 
鏡 野 O 
久 米 O 
中 央 O 

旭 O 
中 和 O 

富 O 
久 世 O O O 
落 A日. O O O 
ハ、 束 O O 
)11 上 O O 
湯 原 O O 
新 庄 O O 
美 甘 O O 
勝 山 O O 
大 佐 O O O O 
新 見 O O 
神 郷 O O 
哲 西 O O 
哲 多 O O 

(注) 鶴藤の調査および田中のアンケート調査による (1980)
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落
垣
の
内
で
刈
跡
放
牧
が
あ
っ
た
と
い
う
。

(2) 

垣
外
放
牧
、
垣
内
放
牧
:
:
:
大
山
町
の
前
記
の
地
域
の
昭
和
前
期
の
形
態
で
あ
る
。

垣
外
不
規
則
な
耕
牧
輪
換
・
垣
内
耕
牧
輪
換
:
:
:
岡
山
県
阿
哲
郡
神
郷
町
千
屋
地
区
で
大
正
年
閉
ま
で
見
ら
れ
た
大
垣
、
部
落
垣

か

り

や

ま

か

が

み

の
外
側
が
刈
山
と
称
さ
れ
、
不
規
則
な
耕
牧
輪
換
し
た
。
苫
田
郡
奥
津
町
や
鏡
町
の
場
合
は
垣
の
内
側
で
野
飼
い
(
放
ち
飼
い
〉
が
行
わ

(3) 
れ
た
。
阿
哲
山
地
で
は
こ
の
型
が
大
正
時
代
ま
で
か
な
り
存
在
し
た
。

(4) 

垣
外
不
規
則
な
耕
牧
輪
換
、
垣
内
耕
作
:
:
:
牧
畑
の
回
転
式
形
態
で
、
昭
和
十
年
頃
以
降
は
垣
内
の
苅
跡
放
牧
は
な
く
な
っ

た。
以
上
石
田
に
よ
る
牧
畑
類
似
制
度
の
研
究
は
実
地
調
査
結
果
を
系
統
化
し
た
も
の
で
、
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
右
の
記
述
の
中

に
「
苅
山
」
の
語
が
出
て
来
る
が
、

之
は
一
般
的
に
は
焼
畑
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
。

鶴
藤
鹿
忠
は
「
岡
山
県
の
焼
畑
に
つ
い
て
」
白
)

な
る
報
告
で
、
焼
畑
の
名
称
、
分
布
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
之
に
筆
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
加
え
る
と
第
一
表
の
よ
う
に
な

る。
用
語
に
か
な
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
る
の
で
切
替
畑
の
名
称
を
広
義
に
解
し
た
。
例
え
ば
ハ
ガ
リ
は
葉
刈
又
は
端
刈
と
記
さ
れ
、

採
草
地
、
放
牧
地
の
切
替
耕
作
に
多
く
用
い
ら
れ
、

ナ
ヤ
マ
は
作
付
種
目
が
油
菜
、
大
根
が
主
で
あ
る
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
カ
リ

ヤ
マ
、

カ
リ
ハ
タ
は
刈
山
、
刈
畑
で
之
は
森
林
の
切
替
畑
に
主
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

玉
、
中
国
高
原
地
域
の
畑
作
形
態
と
牧
畑

)
 

4
i
 

(
 

刈
山
慣
行



島
根
、
鳥
取
、
岡
山
、
広
島
の
県
境
地
帯
の
農
業
は
山
地
農
業
経
営
面
か
ら
注
目
す
べ
き
内
容
を
示
し
て
居
た
。
先
ず
、
水
田
農
業
に

つ
い
て
は
、
農
用
林
野
と
の
結
び
つ
き
が
極
め
て
強
く
、
例
え
ば
島
根
県
山
間
地
帯
に
普
及
し
て
い
た
「
株
小
作
制
度
」
は
そ
の
特
色
を

典
型
的
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
水
田
小
作
に
つ
い
て
は
、
耕
地
と
し
て
の
水
田
の
借
地
ば
か
り
で
な
く
、
役
畜
と
し
て
の
牛
馬
、

農
具
、
刈
敷
給
源
と
し
て
の
腰
林
、
採
草
地
が
一
括
し
て
水
田
の
生
産
手
段
と
し
て
小
作
さ
れ
て
い
る
。
金
肥
農
業
が
主
と
な
っ
た
現
在

に
お
い
て
も
、
厩
堆
肥
、
草
肥
は
元
肥
と
し
て
山
地
水
田
経
営
に
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

畑
作
農
業
に
つ
い
て
は
、
放
牧
地
、
採
草
地
そ
の
も
の
が
切
替
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
特
色
で
、
カ
リ
ヤ
マ
、

カ
リ
ハ
タ
壮
一
寸

と
呼
称
さ
れ
て
い
た
、
之
は
一
九
三
六
年
、
(
農
林
省
山
林
局
の
「
焼
畑
及
び
切
替
畑
の
調
査
日
)
で
全
国
的
調
査
が
な
さ
れ
、

一
九
三
八
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年、

中
国
高
原
は
昭
和
十
年
代
に
は
上
記
四
県

山
口
貞
夫
が
「
焼
畑
の
地
理
的
分
布
其
他
」
自
)
で
図
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
な
る
と
、

の
県
境
地
帯
を
中
心
に
し
て
焼
畑
が
分
布
し
、
特
に
鳥
取
、
岡
山
県
境
の
高
原
地
帯
に
濃
厚
な
分
布
を
示
し
、
西
中
国
で
は
分
布
が
散
布

的
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
焼
畑
用
語
を
示
す
刈
山
、
刈
畑
名
は
備
中
高
原
よ
り
備
後
高
原
(
広
島
県
神
石
郡
、
双
三
郡
、
比
婆
郡
、

甲
奴
郡
、
山
県
郡
)
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
近
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
は
中
国
高
原
に
全
般
的
分
布
を
示
し
た
も
の
が
昭
和
初
期
に

は
安
芸
、
南
備
後
で
衰
退
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

カ
リ
ヤ
マ
、
カ
リ
ハ
タ
は
山
野
の
草
木
を
刈
り
取
り
之
を
焼
却
し
そ
の
あ
と
を
畑
地
と
す
る
と
い
う
内
容
か
ら
生
じ
た
切
替
畑
の
概
念

で
あ
ろ
う
が
、
備
中
高
原
の
カ
リ
ヤ
マ
は
牧
垣
外
側
の
耕
牧
交
替
地
を
も
意
味
し
、
石
田
寛
の
「
垣
外
不
規
則
の
耕
牧
輪
換
地
」
は
カ
リ

ハ
ガ
リ
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。

ヤ
マ
、

カ
リ
ハ
夕
、

つ
ま
り
、
焼
畑
、
牧
畑
類
似
土
地
利
用
は
カ
リ
ヤ
マ
、

カ
リ
ハ
夕
、

ハ
ガ
リ
と
し
て

備
中
山
村
で
は
「
切
替
畑
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

95 

(2) 

検
地
帳
に
お
け
る
「
切
畑
」
「
山
畑
」
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島
根
県
立
図
書
館
に
は
、
県
史
編
纂
資
料
と
し
て
県
下
全
域
の
検
地
帳
の
「
写
」
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
隠
岐
島
の
検
地
帳
に
は
畑
の

種
別
が
麻
畑
、
上
畑
、
中
畑
、
下
畑
、
下
下
畑
、
牧
畑
と
六
種
別
さ
れ
て
い
る
が
、
出
雲
部
の
検
地
帳
に
は
上
畑
、
中
畑
、
下
畑
、
下
下

畑
、
山
畑
の
五
区
分
が
な
さ
れ
、

一
部
の
村
で
は
之
に
切
畑
(
ロ
巴
智
郡
大
貫
村
等
)
が
加
わ
っ
て
い
る

u

こ
の
う
ち
、
特
に
注
目
す
べ
き

か
や

こ
と
は
山
畑
検
地
帳
は
既
に
元
禄
九
年
代
か
ら
別
冊
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
元
禄
九
年
飯
石
郡
萱
原
村
御
検
地
帳
、
周
年
同
村
山
畑
御

検
地
帳
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
。
同
-
簿
冊
の
中
に
普
通
畑
と
山
畑
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
、
出
雲
部
で
は
普
通
畑

と
山
畑
は
近
世
初
頭
か
ら
別
扱
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
山
畑
改
帳
が
元
禄
以
後
、

し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
文
久
二
年
分
ま
で

摘
出
出
来
る
。

之
に
対
し
て
山
陽
側
の
検
地
帳
に
は
「
山
畑
」
の
名
は
見
ら
れ
ず
「
切
畑
」
の
名
が
あ
ら
わ
れ
る
。

従
来
「
切
畑
」
に
対
す
る
概
念
が
学
会
で
は
殆
ん
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
例
示
し
よ
う
。
元
禄
八
乙
亥
年
四
月
備
中
国
哲
多
郡
上
神

代
村
(
現
在
の
阿
哲
郡
哲
西
町
上
神
代
)
の
例
で
は
そ
の
合
計
高
、
反
別
が
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

右
之
寄

上
上
回
拾
五
町
八
反
五
畝
弐
拾
四
歩

此
分
米
三
百
拾
七
石
壱
斗
豆
升
九
合
二
勺

但
斗
代
弐
石

上
田
八
町
五
反
弐
拾
歩

此
分
百
六
拾
壱
石
六
斗
二
升
七
合

但
斗
代
壱
石
九
斗

中
国
拾
六
町
九
反
五
畝
拾
弐
歩

比
分
米
弐
百
八
拾
八
石
弐
斗
壱
升
七
合
六
勺



焼畑，牧，牧畑と日本畑作農業展開問題

但
斗
代
壱
石
七
斗

下
回
弐
拾
五
町
弐
反
九
畝
弐
拾
歩

此
分
米
三
百
五
拾
四
石
壱
斗
五
升
弐
合
六
勺

但
斗
代
壱
石
田
斗

下
下
回
拾
六
町
四
反
六
畝
弐
拾
四
歩

此
分
米
百
六
拾
四
石
六
斗
八
升
八
勺

但
斗
代
壱
石

山
田
壱
町
七
反
七
畝
壱
歩

此
分
八
石
八
斗
五
升
壱
合
八
勺

但
斗
代
五
斗

上
畑
四
町
壱
反
七
畝
拾
弐
歩

此
分
米
五
拾
壱
石
三
斗
四
升
八
合
五
勺

但
斗
代
壱
石
弐
斗

中
畑
五
町
壱
反
六
畝
拾
三
歩

此
分
米
五
拾
弐
石
八
斗
五
升
九
合
九
勺

但
斗
代
壱
石

下
畑
八
町
九
反
八
畝
拾
五
歩

此
分
米
七
拾
三
石
九
斗
七
升
八
合
八
勺

但
斗
代
八
斗

下
下
畑
拾
五
町
七
反
八
畝
弐
拾
五
歩

此
分
米
六
拾
六
石
六
合
壱
勺

但
斗
代
田
斗

拾
町
七
反
弐
拾
五
歩

97 

長日
畑
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第2表備中阿哲地方の田畑面積

以内
町反畝歩 町 反 畝 歩 町 反 畝 歩町反畝歩町反畝歩

上上回 o 0 0 00 

上回 8 5 0 20 18 9 1 18 I 15 4 5 18 I 7 0 8 15 i 2 9 8 18 

中 回 16 9 5 12 17 1 7 09 47 0 3 13 10 2 0 09 5 7 6 11 

下 田 25 2 9 20 31 0 1 07 25 0 5 13 24 4 0 26 4 9 626 

下下回 16 4 6 24 14 3 7 16 4 1 3 09 15 7 6 20 7 0 6 15 

山 国 1 7 7 01 7 1 0 18 1 4 7 12 7 0 4 18 7 0 4 17 

上 畑 4 1 7 12 6 1 9 27 7 1 2 05 13 5 7 12 3 0 1 15 

中 畑 5 1 6 13 16 6 5 00 11 1 9 15 11 3 5 16 1 4 1 12 

下 畑 8 9 8 15 17 4 2 27 4 2 0 11 9 4 825 1 6 5 26 

下下畑 15 7 8 25 12 5 2 21 4 4 8 29 15 8 4 02 2 8 2 02 

切 畑 10 7 0 25 15 7 1 02 3 7 620 7 8 3 01 6 7 4 05 

屋 敷 2 5 420 5 0 4 00 2 3 4 19 7 0 8 21 o 9 3 29 

反別計 132 2 2 01 181 0 7 18 132 0 1 03 156 1 7 11 41 7 1 26 

(注) 元禄8年検地帳による

佐根村 赤馬村 井原村

町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩

4 2 9 14 3 9 4 16 o 0 0 00 

14 5 2 16 2 2 709 5 1 1 13 

12 7 8 00 1 0 5 12 

4 0 5 18 o 6 1 02 2 6 9 12 

3 1 2 15 o 4 8 12 5 0 4 22 

o 9 3 18 o 0 0 00 o 7 5 19 

1 0 6 28 o 7 7 12 o 5 0 15 

1 8 7 12 1 2 1 8 1 0 3 17 

5 0 6 06 2 1 0 03 2 2 0 05 

5 3 4 11 1 2 2 29 1 6 7 11 

3 2 7 23 1 1 1 23 2 4 7 18 

1 5 9 18 o 3 0 27 o 9 1 09 

57 9 4 03 15 1 7 13 26 4 7 00 
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地区別田畑種目別筆数

よぞlEFJ|語;鼎|湯船小谷|油 屋

上上 m 28 102 60 13 。 62 

上 国 46 123 85 21 25 114 

中 回 62 114 63 22 50 41 

下 田 138 171 176 44 41 61 

下下回 125 46 106 50 64 28 

山 田 48 13 45 73 17 25 

上 ~IH 32 69 42 31 14 51 

中 ~IH 107 109 81 92 47 60 

下 ~IH 135 86 107 102 10 37 

下下畑 107 49 78 121 58 51 

切 1田 96 41 103 201 36 

屋 敷 83 106 66 76 41 77 

第 3表

此
分
米
弐
拾
弐
石
弐
斗
三
升
四
勺

但
斗
代
二
斗

屋
敷
弐
町
五
反
四
畝
弐
拾
歩

此
分
米
三
拾
石
五
斗
六
升

但
斗
代
壱
石
弐
斗

分
米
合
千
五
百
九
拾
壱
石
六
斗
七
升
弐
合
六
勺

反
合
百
三
拾
弐
町
弐
反
弐
畝
壱
歩

の
如
く
で
あ
る
。
元
禄
八
年
の
検
地
帳
が
完
全
な
形
で
保
存
さ
れ
て
い

る
村
の
田
畑
反
別
を
表
化
す
る
と
第
二
表
の
よ
う
に
な
る
。
切
畑
面
積

に
関
し
て
見
る
と
、
下
神
代
村
、
上
神
代
村
、
新
見
村
、
花
見
村
の
切

畑
面
積
が
大
で
あ
る
。

元禄年検地簿冊より計算

検
地
帳
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
村
に
つ
い
て
は
、
田
畑
面
積
の
全
村

的
集
計
は
出
来
な
い
の
で
、
調
査
規
準
を
「
筆
数
」
の
多
小
面
か
ら
村

々
の
地
区
簿
冊
毎
に
田
畑
種
別
毎
の
「
筆
数
」
を
調
査
し
て
見
る
と
第

三
表
の
よ
う
に
な
る
。
第
二
表
の
面
積
表
と
第
三
表
の
筆
数
表
を
同
一

規
準
で
は
取
扱
え
な
い
が
、
田
畑
種
目
別
の
中
で
占
め
る
比
重
と
し
て

(注)

は
、
そ
の
多
少
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
判
定
資
料
と
な
る
。

之
に
よ
っ
て
見
る
と
、
上
神
代
、
下
神
代
、
新
見
、
花
見
の
村
々
は
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面
積
上
か
ら
見
て
、
切
畑
の
比
重
が
大
で
あ
る
。
部
落
別
の
筆
数
で
は
油
野
、
千
屋
、
坂
根
、
高
瀬
が
大
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
油
野
、

千
屋
で
は
切
畑
の
筆
数
が
最
大
の
比
重
を
し
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
阿
哲
地
方
の
検
地
帳
か
ら
見
る
限
り
、
切
畑
は
同
地
方
の
畑
作
経
営
の
中
で
極
め
て
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
る
。

で
は
、
近
世
に
お
け
る
切
畑
と
は
何
か
が
問
題
に
な
る
。

柳
田
国
男
の
「
農
村
語
葉
」

avの
中
で
も
、

切
畑
の
解
説
は
あ
る
も
の
の
切

替
畑
、
焼
畑
的
解
釈
で
そ
の
概
念
が
莫
然
と
し
て
特
色
、
性
格
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、

岡
山
県
北
部
地
区
の
市
町
村
誌
の
中
で
切
畑
に
つ
い
て
の
記
述
を
求
め
て
見
る
と
、

真
庭
郡
久
世
町
史

av(一
九
七
五
)

が
之
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

元
文
五
年
(
一
七
四

O
)
久
世
地
方
圧
屋
十
名
が
代
官
平
岡
彦
兵
衛
に
提
出
し
た
「
切
畑
之
訳
御
尋
ニ
付
申
上
候
覚
L

に
切
畑
の
内
容

が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
文
で
あ
る
の
で
要
点
を
摘
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

)
 

4
A
 

(
 

こ

ち

切
畑
は
慶
長
八
年
三
六

O
一
一
一
〉
か
ら
寛
文
七
年
(
一
六
六
七
)
ま
で
に
聞
い
た
も
の
を
古
地
(
本
田
畑
)
切
畑
と
呼
び
、
元
禄

十
年
(
一
六
九
七
)
ま
で
の
切
開
き
は
新
田
切
畑
、
享
保
十
一
年
(
一
七
二
六
〉
ま
で
の
切
開
き
は
新
聞
切
畑
と
称
し
て
、

い
ず
れ
も
検

地
に
よ
り
石
盛
が
決
定
し
、
課
税
対
象
地
と
さ
れ
た
。

(2) 

し
か
し
、
之
等
の
切
開
地
は
い
ず
れ
も
焼
畑
地
で
、
元
文
の
頃
は
林
地
と
交
替
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
切
畑
地
そ
の
も
の

は
移
動
し
て
い
た
。

(3) 

右
に
対
し
て
無
年
貢
の
焼
畑
を
葉
刈
山
(
龍
山
〉
と
称
し
た
。
之
は
百
姓
夫
食
の
た
め
の
焼
畑
で
、
実
質
的
に
は
切
畑
と
同
一
で

あ
っ
た
。

(4) 

あ
守
き
ぼ

し
か
し
、
葉
刈
山
の
中
に
は
「
株
場
」
及
び
「
放
牧
地
」
を
利
用
す
る
の
も
あ
っ
た
が
、
之
等
は
一
、
二
年
の
作
付
の
み
で
、
長



期
間
に
わ
た
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

(5) 

葉
刈
耕
作
は
葉
刈
山
を
村
内
に
持
つ
村
の
百
姓
が
自
村
の
葉
刈
山
を
焼
畑
に
す
る
の
で
、
他
村
の
百
姓
に
は
従
前
か
ら
の
入
会
関

係
が
あ
っ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
許
可
し
な
い
。

以
上
五
点
の
よ
う
に
要
約
出
来
る
。

つ
ま
り
、
切
畑
の
本
来
の
意
味
は
森
林
原
野
の
切
り
開
き
に
よ
る
焼
畑
で
、
貢
納
対
象
地
で
あ

る
。
し
か
し
切
畑
で
あ
っ
て
も
葉
刈
山
は
無
年
貢
地
で
あ
る
。
こ
の
葉
刈
山
の
中
で
、
株
場
、
放
牧
地
は
一
年
又
は
二
年
の
焼
畑
で
ま
た

草
地
に
逆
戻
り
す
る
。

つ
ま
り
、
切
替
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
採
草
、
放
牧
地
で
あ
る
。
耕
作
時
に
荊
練
雑
草
の
焼
却
を
す
る
。

以
上
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
石
田
が
阿
哲
地
方
で
刈
山
、
刈
畑
と
し
耕
放
交
替
土
地
利
用
と
し
て
示
し
た
も
の
は
真
庭
地
方
で
い
う
葉
刈

山
と
同
一
で
あ
る
。

焼畑牧牧畑と日本畑作農業展開問題

一
九
八

O
年
五
月
筆
者
が
阿
哲
郡
神
郷
町
三
室
地
区
で
調
査
し
た
所
に
よ
る
と
、
刈
畑
慣
行
地
域
と
し
て
利
用
さ
れ
た
地
区
は
第
三
図

の
よ
う
に
な
る
。
山
間
支
谷
に
沼
っ
て
水
田
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
採
草
地
、
放
牧
地
が
ひ
ろ
が
っ
て
、
こ
こ
が
葉
刈
山
で
あ
る
。

上
油
野
、
青
笹
は
葉
刈
山
と
結
合
し
た
集
落
で
、
水
田
地
と
の
聞
に
放
垣
が
存
在
し
、
垣
外
が
不
規
則
耕
牧
輪
換
が
行
わ
れ
た
。

鳥
取
県
の
検
地
帳
は
県
史
八
巻
近
世
資
料
編
に
集
禄
さ
れ
て
い
る
が
、
伯
岩
田
西
部
の
山
村
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
て
、
全
県
的
な
検
討

は
出
来
な
い
が
、
集
禄
検
地
帳
は
、
元
和
四
年
三
六
一
八
)
の
も
の
で
、
現
在
の
若
桜
町
地
区
の
も
の
で
、

い
ず
れ
も
切
畑
を
の
せ
て

い
る
。
諸
昆
村
の
例
で
は
上
畑
九
反
、
中
畑
壱
町
壱
反
、
下
畑
九
反
に
対
し
て
切
畑
が
五
町
五
畝
で
、
篠
畑
村
の
場
合
は
上
畑
六
畝
、
中

畑
七
畝
、
下
畑
壱
反
四
畝
、
下
下
畑
壱
反
四
畝
、
切
畑
壱
反
二
畝
と
な
っ
て
い
て
、
切
畑
が
高
い
比
重
を
示
し
て
い
る
。
寛
永
十
年
(
一

ム
ハ
コ
二
ニ
)
の
明
延
村
地
詰
帳
に
は
切
畑
、
山
畑
合
壱
町
廿
一
歩
と
記
さ
れ
、
切
畑
、
山
畑
が
同
種
の
様
な
取
扱
い
を
う
け
て
い
る
。
文
政

101 

三
年
の
神
倉
村
差
出
帳
に
よ
る
と
、
切
畑
十
三
筆
が
そ
れ
ぞ
れ
面
積
表
示
の
上
、
代
官
所
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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右
の
倒
で
見
る
限
り
、
貢
納
対
象
と
し
て
の
切
畑
で
あ

っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

島
根
県
の
場
合
は
現
存
検
地
帳
で
見
る
限
り
、
切
畑
名

岡山県阿哲郡神郷町三室地区の土地利用

称
を
示
し
て
い
る
の
は
天
和
三
年
(
一
六
八
三
〉
の
石
見

国
邑
智
郡
大
貫
村
切
畑
検
地
帳
の
み
で
、
他
は
い
ず
れ
も

「
山
畑
検
地
帳
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
検
地
帳
五
十
件

で
、
仁
多
郡
二
十
二
件
、
飯
石
郡
十
三
件
、

大
原
郡
七

件
、
秋
鹿
郡
四
件
、
楯
縫
郡
二
件
、
神
門
郡
、
邑
智
郡
各

一
件
と
な
っ
て
い
る
。
之
等
の
山
畑
は
課
税
対
称
地
で
、

例
え
ば
仁
多
郡
小
馬
木
村
の
山
畑
二
町
五
畝
、
分
米
一
石

二
斗
五
合
の
如
く
で
あ
る
。

仁
多
郡
中
、
現
在
の
横
田
町
、
仁
多
町
は
、
備
中
境
の

第 3図

村
で
あ
る
が
、
こ
の
両
村
に
十
七
件
の
山
畑
検
地
帳
が
集

中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
昭

和
四

0
年
代
ま
で
牧
畑
類
似
の
耕
牧
輪
転
慣
行
の
存
続
し

た
横
田
町
烏
上
地
区
に
つ
い
て
は
山
畑
検
地
帳
が
見
ら
れ

な
い
。
こ
の
理
由
は
資
料
面
か
ら
明
ら
か
に
な
し
難
い



が
、
筆
者
は
備
中
国
久
世
地
区
の
切
畑
と
葉
刈
山
の
事
例
と
同
様
の
事
実
が
出
雲
の
山
畑
の
場
合
に
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

す
る
。
す
な
わ
ち
、
検
地
帳
に
記
さ
れ
た
山
畑
は
貢
納
対
象
の
山
畑
で
あ
る
が
、
久
世
の
葉
刈
山
と
同
様
に
無
年
貢
の
山
畑
が
出
雲
の
場

合
も
相
当
存
在
し
、
之
が
農
民
扶
食
の
手
段
と
し
て
強
固
に
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
、
横
田
町
烏
上
地
区
の
山
根
側
、

日
向
側

の
耕
放
交
替
慣
行
地
は
正
に
之
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(3) 

切
畑
、
山
畑
と
牧
畑
問
題
:
:
:
以
上
の
記
述
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
備
中
、
伯
奮
の
検
地
帳
の
切
畑
、
出
雲
地
方
の

検
地
帳
の
山
畑
は
、
検
地
帳
の
畑
の
等
級
、
す
な
わ
ち
、
上
畑
、
中
畑
、
下
畑
、
下
下
畑
の
普
通
畑
で
な
い
こ
と
は
確
で
あ
る
。
さ
れ
ば

と
言
っ
て
、
麻
畑
、
桑
畑
、
橋
畑
、
茶
畑
等
の
栽
培
種
目
安
-
示
し
た
畑
で
も
な
い
。
之
は
焼
畑
、
牧
畑
、
林
畑
等
と
同
様
に
畑
の
経
営
、

利
用
形
態
上
の
見
地
か
ら
呼
称
さ
れ
る
名
称
で
あ
る
自
)
。

焼畑牧牧畑と日本畑作農業展開問題

中
国
高
原
に
お
け
る
切
畑
、
山
畑
は
焼
畑
形
式
の
切
替
畑
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
う
ち
の
或
る
部
分
は
、
耕
牧
交
替
の
土
地
利
用
、
す

な
わ
ち
、
牧
畑
類
似
の
切
替
耕
地
で
、
こ
れ
は
刈
畑
、
刈
山
と
呼
ば
れ
、
久
世
町
の
例
で
見
る
よ
う
に
多
く
の
場
合
、
無
年
貢
の
切
替
畑

で
あ
る
例
が
多
い
。
之
は
森
林
を
切
り
ひ
ら
い
て
十
年
、
二
十
年
の
長
期
間
耕
作
す
る
焼
畑
と
は
若
干
の
相
違
点
が
あ
る
。

と
い
う
の

は
、
森
林
の
焼
畑
は
す
く
な
く
と
も
十
年
以
上
の
耕
作
地
の
移
動
は
な
い
が
、
放
牧
地
、
採
草
地
の
切
替
畑
は
二
年
以
上
同
一
地
域
を
畑

地
使
用
し
な
い
か
ら
、
耕
地
と
し
て
は
極
め
て
、
場
所
的
に
不
安
定
な
耕
地
で
あ
る
。
土
地
利
用
形
態
上
は
不
確
定
利
用
で
「
不
安
定
耕

地
」
ハ
ち
で
あ
る
。
更
に
焼
畑
は
、
森
林
伐
採
後
の
火
入
れ
は
、
肥
培
効
果
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
、

放
牧
地
、

採
草
地

の
切
替
耕
作
の
火
入
れ
は
、
肥
培
目
的
で
な
く
、
不
用
物
焼
却
の
便
宜
的
手
段
で
あ
っ
て
、
隠
岐
牧
畑
、
瀬
戸
内
の
八
島
牧
畑
の
場
合

も
、
本
来
は
耕
地
化
の
た
め
の
不
用
物
除
去
が
目
的
で
あ
る
。
備
中
、
備
前
で
は
こ
う
し
た
手
段
的
火
入
れ
耕
作
は
「
葉
刈
」
と
称
し
て
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森
林
焼
却
の
焼
畑
と
は
区
別
し
て
い
る
。
し
か
も
葉
刈
山
は
殆
ん
ど
無
年
貢
の
土
地
で
、

い
わ
ゆ
る
「
ほ
ま
ち
畑
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
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「
不
安
定
耕
地
」
は
検
地
帳
、
改
帳
、
地
誌
帳
に
も
記
禄
さ
れ
ず
、
専
ら
「
百
姓
夫
食
」
の
も
の
で
あ
る
。

検
地
帳
記
入
の
切
畑
、
山
畑
は
百
姓
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
農
業
経
営
上
、
貢
納
上
限
の
切
替
耕
地
で
、
之
を
越
え
る
課
税
地
増
加
は

百
姓
相
続
相
不
叶
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
官
辺
で
も
課
税
地
増
加
は
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
葉
刈
山
は
百
姓
相
続
の
保
証
地
域
で
、
そ

の
面
積
は
表
面
化
さ
れ
な
い
で
、
備
蓄
用
と
し
て
相
当
な
面
積
に
達
し
て
い
た
事
と
思
わ
れ
る
が
文
献
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
葉
刈
耕
作

し
め

地
は
村
民
共
有
の
放
牧
地
、
採
草
地
の
耕
地
化
で
あ
る
か
ら
共
同
体
の
承
認
が
必
要
で
、
予
め
、
標
に
よ
っ
て
意
志
表
示
し
、
共
同
体
の

抗
議
が
な
い
場
合
に
耕
作
さ
れ
た
。
備
後
、
備
中
の
奥
地
で
は
、
森
林
中
で
も
こ
う
し
た
葉
刈
型
の
慣
行
は
あ
っ
た
(
一
九
八

O
年
五
月

神
郷
町
、
高
野
町
の
間
取
り
に
よ
る
)
。

隠
岐
島
に
お
け
る
牧
畑
は
、
既
に
筆
者
等
が
詳
説
し
た
よ
う
に
、

四
圃
式
で
、
輪
転
関
係
が
規
則
化
さ
れ
、
土
地
制
度
上
か
ら
見
る
と

各
人
の
牧
畑
所
持
高
は
一
牧
に
集
中
せ
ず
、

四
牧
に
分
散
し
、
貢
租
は
定
免
で
、
そ
の
年
度
の
実
耕
作
と
は
無
関
係
に
徴
集
さ
れ
て
い

た
。
之
は
小
作
の
場
合
に
も
該
当
し
、
牧
畑
経
営
四
ヶ
年
を
通
じ
て
の
平
均
収
穫
が
標
準
に
な
っ
て
、
定
免
に
準
じ
た
小
作
料
が
き
め
ら

れ
て
い
た
。
土
地
占
取
、
土
地
利
用
形
態
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
園
農
法
に
近
似
し
、
牧
畑
に
は
牧
畑
耕
地
、
放
牧
地
、
森
林
が
混
在
し
、

ア
ウ
ト
フ
ィ
ル
ド
と
し
て
の
永
久
放
牧
地
を
伴
っ
て
い
た
の
と
似
て
い
て
、
「
耕
区
(
の

2
2ロ
ロ
)
制
」
が
確
立
し
て
い
た
。
大
塚
久
雄

の
「
ゲ
ル
マ
ン
的
共
同
体
」
の
経
済
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
粟
島
の
三
圃
式
牧
畑
、
対
馬
の
例
は
三
間
式
交
替
で
は
あ
る
が
切
替
式
耕

牧
交
替
で
耕
区
は
確
立
せ
ず
、
ま
た
三
橋
が
屋
久
島
、
種
子
島
の
耕
牧
交
替
農
法
は
「
粗
倣
穀
草
式
」
と
位
置
づ
け
た
よ
う
に
こ
れ
ま
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
圃
農
法
と
は
程
遠
い
。
二
圃
式
の
例
と
し
て
は
瀬
戸
内
海
の
八
島
の
例
が
適
例
で
、
此
所
で
は
砂
州
に
よ
っ
て
結
合
し

た
北
部
の
小
島
と
南
部
の
大
鳥
が
一
年
交
替
で
耕
牧
交
替
耕
作
を
明
治
十
年
代
ま
で
く
り
か
え
し
て
い
た
ハ
旬
。

之
は
穀
草
式
、

主
穀
式

の
概
念
と
は
若
干
内
容
が
異
な
り
、
文
字
通
り
「
切
替
畑
」
で
あ
っ
た
。



中
国
高
原
の
耕
牧
交
替
土
地
利
用
は
そ
の
経
営
か
ら
見
れ
ば
、
組
倣
穀
草
式
の
初
期
形
態
で
あ
っ
て
、
検
地
帳
の
表
現
に
よ
る
「
切

畑
」
「
山
畑
」
で
あ
る
。
耕
作
に
当
っ
て
焼
畑
経
営
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
が
、
焼
却
が
目
的
手
段
で
あ
る
「
ヤ
キ
ハ
タ
」
「
ヤ
キ
ヤ
マ
」

と
、
便
宜
手
段
で
あ
る
「
ハ
ガ
リ
」
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
中
国
高
原
の
「
ハ
ガ
リ
」
は
牧
畑
の
初
期
的
形
態
の
一
側
面
の
如
く

で
あ
る
。

以
上
の
記
述
は
牧
畑
の
起
源
、
本
質
を
求
め
て
い
る
筆
者
の
作
業
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
資
料
不
足
で
、
到
底
問
題
解
明
に
は
程
遠

い
内
容
で
あ
る
が
、
避
け
て
通
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
検
討
領
域
で
あ
る
。
記
述
内
容
に
つ
い
て
は
焦
点
の
不
定
、
判
断
の
誤
り
が
多
い

と
思
う
の
で
、
先
学
の
御
叱
正
、
御
指
導
を
願
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
指
導
を
得
て
、
混
濁
の
牧
畑
成
立
の
歴
史
地
理
的
研
究
の
現
段
階

か
ら
脱
出
を
願
っ
て
い
る
。

焼畑牧牧畑と日本畑作農業展開問題
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搬
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植
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山
畑
切
替
畑
を
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う
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と
、
注
し
て
い
る
。

(
詑
)
こ
の
適
例
を
前
掲

(
5
)
の
中
で
石
田
教
授
は
備
中
国
高
瀬
地
区
土
地
利
用
図
で
明
示
し
て
い
る
。

(
幻
)
一
九
八

O
年
六
月
筆
者
八
島
地
区
調
査
に
よ
る
。




